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兵庫県立龍野高等学校「陸友会」会則 
 

第１章 総則 
（名称） 
第 １条 この会は、兵庫県立龍野高等学校陸友会（以下「陸友会」という。）と称する。 
（事務局の所在地） 
第 ２条 陸友会は、事務局を兵庫県たつの市龍野町日山５５４ 兵庫県立龍野高等学校

内に置く。 
（目的） 
第 ３条 陸友会は、会員相互の親睦と研鑽を図り、母校陸上競技部の発展に寄与する事

を目的とする。 
（事業） 
第 ４条 陸友会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
    （１）会員相互の連絡と親睦 
    （２）会員名簿の管理及び「陸友会」ホームページの運営・管理 
    （３）母校陸上競技部発展のための支援・助成 
    （４）その他本会の目的達成に必要な事業 
 

第２章 会員 
（会員資格） 
第 ５条 旧制龍野中学校、旧制龍野女学校、兵庫県立龍野高等学校の陸上競技部に所属

した卒業生で、会費を納入した者。 
（会費） 
第 ６条 会員は、会費を納入しなければならない。 
    ２ 会費の徴収については、別に規程で定める。 
（退会） 
第 ７条 会員が退会するときは、その旨を陸友会会長に届け出なければならない。 
    ２ 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。 
 

第３章 役員 
（役員） 
第 ８条 陸友会に次の役員を置く。 
    （１） 名誉会長      １ 人 
    （２） 会 長       １ 人 
    （３） 副会長       若干人 
    （４） 理事長       １ 人 
    （５） 理 事       若干人 
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    （６） 会 計       １ 人 
    （７） 監 事       若干人 
    【関東支部】 
    （１） 支部長       １ 人 
    （２） 副支部長      １ 人 
    （３） 事務局長      １ 人 
    【女性部】 
    （１） 部長        １ 人 
    （２） 副部長       若干人 
（名誉会長、会長、副会長及びその他役員の選出） 
第 ９条 会長の選出は、役員会において推薦・決定し、総会において報告する。 
    ２ 名誉会長、副会長及びその他役員は、会長が推薦し、役員会において承認を

受ける。 
（役員の職務） 
第１０条 名誉会長は陸友会活動発展のため、活動全般を支援する。 

２ 会長は、陸友会の会務を統括し、本会を代表する。 
    ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の指名する順に従っ

て、その職務を代行する。 
    ４ 理事長は、陸友会の役員会事務を統括する。 
    ５ 理事は、陸友会の会務を分掌する各委員会に所属する。 
      （総務委員会、研修委員会、広報委員会） 
    ６ 会計は、陸友会の経理を行う。 
    ７ 監事は、陸友会の経理の状況を監査する。 
    ８ 関東支部役員は必要に応じ、関東地区の会務を統括遂行する。 
    ９ 女性部の部長・副部長は、会の活性化を目的に、主に女性会員相互の親睦を

図り、様々な情報を発信する。 
 
（役員の任期） 
第１１条 役員の任期は４年とする。ただし、再任は妨げない。 
     また、欠員が生じた場合、補欠の役員任期は、前任者の残任期間とする。 
 

第４章 会議 
（会議の種類） 
第１２条 陸友会は、総会及び役員会等の会議を開催する。 
（総会の招集） 
第１３条 総会は、４年に一度オリンピック開催の年に、会長が招集して開催する。また

会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。 
（役員会の招集） 
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第１４条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集することができる。 
（会議の議長） 
第１５条 総会の議長は、会長がこれに当たるものとする。 
    ２ 役員会の議長は、会長がこれに当たるものとする。 
（総会の定足） 
第１６条 総会は当日の出席者をもって会議を開催する。 
    ２ 役員会は役員総数の２分の１以上が出席しなければ会議を開催することはで

きない。 
    ３ 役員会に出席できない役員は、委任状をもって出席に代えることができる。 
（総会の表決） 
第１７条 総会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決するもの

とする。 
    ２ 役員会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決する

ものとする。 
 

第５章 顧問 
（顧問） 
第１８条 陸友会には顧問を置くことができる。 
    ２ 顧問は、役員会において推挙し、会長が委嘱する。 
    ３ 顧問は、役員会に出席して助言し、会の活動を支援する。 
     

第６章 事務局 
（事務局員） 
第１９条 事務局に、事務局員を若干人置くことができる。 
    ２ 事務局長は会長が選任し、事務局の事務を統括する。 
    ３ 事務局員は会長が選任する。 
 

第７章 資産 
（資産の構成） 
第２０条 陸友会の財産は次のとおりとする。 
    （１） 会員の会費 
    （２） 寄付金品 
    （３） 事業に伴う収入 
    （４） その他の収入 
（会計年度） 
第２１条 陸友会の会計年度は、オリンピック開催年総会の１ヵ月前に始まり、次期オリ

ンピック開催年総会の１ヶ月前に終わる。 
（決算書の作成） 
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第２２条 決算書は総会の開催１ヵ月前に作成する。 
    ２ 決算書は総会において承認を得る。 
    ３ 予算書は作成しないものとする。 
 

第８章 慶事 

（慶事） 

第２３条 陸友会会員及び現役選手で下記に該当した場合、金１万円と記念品を贈る。 

    （１）陸友会会員及び現役選手で、日本陸上競技連盟の栄章を受賞した者。 

    （２）陸友会会員で、叙勲を受けた者。 

    （３）現役選手で、全国優勝をした者。 

 

第９章 弔慰 

(弔慰) 

第２４条 陸友会役員が死亡した場合は、弔電と供花を送る。 

      

第１０章 会則の変更 
（会則の変更） 
第２５条 陸友会の会則の変更は役員会において、出席者の過半数以上で決定し、総会に

おいて承認を得る。 
 

第１１章 雑則 
（細則の制定等） 
第２６条 陸友会の細則は役員会で決定し、総会に報告する。 
 
（会の名称） 
第２７条 本会は、平成１８年８月１２日の「陸友会」総会において、「龍野高校陸友会」

から、『兵庫県立龍野高等学校「陸友会」』に名称変更を行う。 
     但し、銀行口座の名称は引き続き「龍野高校陸友会」を使用する。 
 
（細則１） 陸友会の会費、寄付金は別に規程する。 
（細則２） 陸友会役員表は別に作成する。 
附則  この会則は平成１６年８月１５日から施行する。 
附則  この会則は一部変更し、平成１８年８月１２日から施行する。 
附則  この会則は一部変更し、平成３０年６月３日から施行する。 
附則  第８章、第９章を追記し、令和元年８月２４日から施行する。 
附則  第３章役員に名誉会長を新設し、令和２年７月１日から施行する。 
附則  第３章役員に【女性部】正副部長を新設し、令和３年８月１５日から施行する。 
附則  会費規程第２条に名誉会員会費免除を追記し、令和３年８月１５日から施行する。 
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兵庫県立龍野高等学校「陸友会」会費規程 
 

第１条 会費の徴収は次の目的のために支援を依頼する。 
   （１）「陸友会」総会、役員会、各委員会、研修会の運営 
   （２）会員名簿の管理及び「陸友会」ホームページの運営・管理 
第２条 会費の金額     １年間一人１，０００円とする。 

但し、満８８歳以上の米寿を迎えられた方については名誉会員とし、会費の納入

を免除する。 
第３条 会費の納入方法 
   （１）郵便振込みで「陸友会」口座に振り込む。 
   （２）現金封筒で「陸友会」事務局宛郵送する。 
   （３）複数年の年会費納入は可とする。 
第４条 会計報告 
   （１）総会において決算報告書に明記して報告する。 
 
 
 

兵庫県立龍野高等学校「陸友会」寄付金規程 
 

第１条 寄付金は次の目的のために協力を依頼する。 
   （１）母校陸上競技部発展のための支援・助成 
第２条 寄付金の納入方法 
   （１）郵便振込みで「陸友会」口座に振り込む。 
   （２）現金封筒で「陸友会」事務局宛郵送する。 
第３条 会計報告 
   （１）総会において決算報告書に明記して報告する。 
   （２）現金封筒で郵送された方には領収書を発行する。 
   （３）郵便振込みで「陸友会」口座に振り込まれた方への領収書の発行は割愛させて頂

く。 
 
 
 
 
 
 
 


